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様式１ 

 

入札参加申込書 

 

  年  月  日 

 

大和市長 あて 

 

 

申込人  住所又は所在地 

氏名又は名称 

及び代表者                印 

 

 

次の「令和２年度公募入札による自動販売機設置（その２）」に係る一般競争入札に参加したいので、

入札参加を申し込みます。 

 

 

 

入札番号 設置台数 

  

 

 

 

 

 

担当者氏名 

 

電話番号 

 

ＦＡＸ番号 
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様式２ 

 

誓  約  書 

 

  年  月  日 

 

大和市長 あて 

 

 

申込人  住所又は所在地 

氏名又は名称 

及び代表者                印 

 

 

大和市が行う「令和２年度公募入札による自動販売機設置（その２）」に係る一般競争入札の参加申込

みに当たり、次の事項について、誓約します。 

これらが事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関して貴市が行う一切の措置について

異議の申立てを行いません。 

 

 

１．現在、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項又は第２項の各号の規

定に該当しておりません。 

 

２．現在、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て及

び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てはされて

おりません。 

 

３．個人の場合 

暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員の利益となる活動を行う者ではありません。 

法人の場合 

役員が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員の利益となる活動を行う者ではありません。 

 

４．設置場所の状況、案内書の内容等を全て承知のうえ申し込みます。 
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様式３ 

 

   年   月   日 

 

 

入札契約に関する代理人の委任状 

 

大和市長 あて 

 

所在地                      

 

（委任者）商号又は名称                   

 

代表者氏名                 印  

 

私は、次の者を受任者（入札、契約等にかかる代理人）と定め、「令和２年度公募入札による自動販

売機設置（その２）」にかかる一般競争入札において、大和市長との間に行う下記の権限を委任しま

す。 

 

 

所在地                      

 

（受任者）商号又は名称                   

 

代表者氏名                    

 

 

記 

 

１．入札及び見積りに関すること。 

２．契約の締結及び契約の履行に関すること。 

３．保証金の納付並びに還付請求及び受領に関すること。 

４．代金の納付に関すること。 

５．入札に関する復代理人の選任に関すること。 

６．その他前各号に付帯する一切に関すること。 
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様式４                                        回目 

 

入  札  書 

 

  年  月  日 

 

大和市長 あて 

 

 

入札者  住所又は所在地 

氏名又は名称 

及び代表者                印 

 

 

件名：令和２年度公募入札による自動販売機設置（その２） 

 

入札貸付料率 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

％ 
 

 

 

入札番号 設置台数 

  

 

 

（注）１．自動販売機の売上に対する貸付料率（％で小数点第２位まで）を記載してください。 

２．数字は、１つの枠に１字ずつアラビア数字で記入してください。数字の訂正は無効と

します。 

 

 

 

令和２年度公募入札による自動販売機設置（その２） 
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様式５ 

委 任 状        

 

 

 

大和市長 あて 

 

 

私は、（住所）                （氏名）             

 

を代理人と定め次の事項を委任します。 

 

 

 

 

委 任 事 項             

 

  「令和２年度公募入札による自動販売機設置（その２）」に係る一般競争入札に関する一切の権限                                         

 

 

上記委任のこと相違ありません。 

 

 

   年   月   日 

 

 

 

（住 所    ）                 

 

委任者（名 称    ）              ◯印  

 

（代表者名）              ◯印  
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下の図に必要事項を記入の上、点線部分で切り取り、入札書を入れる封筒に添付してください。 

 

 

入札番号 

 

１ 

入札者の住所氏名 

 

住所又は所在地                         

 

氏名又は名称 

及び代表者名                          

 

令和２年度公募入札による自動販売機設置（その２） 

 

 

 

入札番号 

 

２ 

入札者の住所氏名 

 

住所又は所在地                         

 

氏名又は名称 

及び代表者名                          

 

令和２年度公募入札による自動販売機設置（その２） 
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様式６ 

 

公有財産有償貸付契約書（案） 

（令和２年度公募入札による自動販売機設置（その２）） 

 

貸付人 大和市（以下「甲」という。）と借受人            （以下「乙」という。）と

は、公有財産の貸付について次のとおり契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲、乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

（貸付物件） 

第２条 貸付物件は、別表１のとおりとする。 

（用途の指定） 

第３条 乙は、貸付物件を、「自動販売機の設置場所」の用途（以下「指定用途」という。）として自ら

使用しなければならない。 

２ 乙は、貸付物件を指定用途に供するに当たっては、別紙「仕様書」の内容を遵守しなければならな

い。 

３ 乙は、別表１に記載した、自動販売機各物件に対する、販売内容、色・図柄、広告の禁止及び災害

対応型の指定を遵守しなければならない。 

（貸付期間） 

第４条 貸付期間は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までとする。 

（貸付料） 

第５条 貸付料は、自動販売機の売上金額に貸付料率○○．○○パーセントを乗じて得た金額（小数点

第２位未満は切捨て）に別途消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。 

（貸付料の支払い） 

第６条 乙は、甲が四半期ごとに発行する納入通知書により、指定する期日までに甲に貸付料を支払わ

なければならない。 

（電気料の支払い） 

第７条 乙は、前条の貸付料のほかに、この契約に基づき設置した自動販売機が使用する電気の使用料

として、自動販売機の定格電力消費量に応じて甲が定める電気使用料決定通知書に記載された電気使

用料を納めなければならない。 

２ 乙は、前項の納入通知書に定める日までに甲に電気料を支払わなければならない。 

（延滞金） 

第８条 乙は、前２条に基づき、甲が定める納入期限までに貸付料及び電気料（以下「貸付料等」とい

う。）を納入しなかったときは、納入期限の翌日から納入した日までの期間に応じて大和市諸収入金

に対する督促及び延滞金徴収条例（昭和３９年大和市条例第３号）に基づき計算した延滞金を甲に支

払わなければならない。 

（充当の順序） 
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第９条 乙が貸付料等及び延滞金を納入すべき場合において、乙が納入した金額が貸付料等及び延滞金

の合計額に満たないときは、延滞金から充当する。 

（契約保証金） 

第１０条 契約保証金は免除する。 

 （契約不適合） 

第１１条 乙は、この契約締結後、貸付物件が数量の不足その他契約の内容に適合しないものであるこ

とを知った場合であっても第５条に規定する貸付料の減額又は損害賠償等の請求をすることができ

ない。 

（維持保全義務） 

第１２条 乙は、貸付物件を善良な管理者の注意をもって維持保全に努めなければらない。 

２ 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を報告しなければなら

ない。 

（維持補修） 

第１３条 甲は、貸付物件の維持補修の責を負わない。 

２ 貸付物件の維持補修その他の行為をするために支出する経費は、全て乙の負担とする。 

（権利譲渡の禁止） 

第１４条 乙は、貸付物件を第三者に転貸し、又はこの契約によって生じる権利等を譲渡し、若しくは

担保にすることができない。 

（実地調査等） 

第１５条 甲は、貸付物件について随時使用状況及び販売状況を実地に調査し、乙に対し報告又は資料

の提出を求めることができる。 

２ 甲は、乙が提出した報告に疑義があるときは、自ら調査し、乙に対し詳細な報告を求め、又は是正

のために必要な措置を講ずることができるものとする。 

３ 乙は、正当な理由がなく報告の提出を怠り、又は実地調査を拒み、若しくは妨げてはならない。 

（違約金） 

第１６条 乙は、第４条に定める期間中に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、それ

ぞれ当該各号に定める金額を違約金として、甲に支払わなければならない。 

（１）前条に定める義務に違反した場合 

○○○円に落札貸付料率を乗じて得た額に相当する金額 

（２）第３条及び第１４条に定める義務に違反した場合 

○○○円に落札貸付料率を乗じて得た額の３倍に相当する金額 

２ 前項に定める違約金は、第２２条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。 

（甲による契約の解除） 

第１７条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合

において、乙に損害が生じても、甲は、その責を負わないものとする。 

（１）乙が、この契約に定める義務を履行しないとき。 

（２）乙が、手形、若しくは小切手が不渡りになったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。 

（３）乙が、差押、仮差押、仮処分、競売、保全処分、滞納処分等の強制執行の申立てをしたとき。 

（４）乙が、破産、特別清算、民事再生、会社更生等の申立てを受け、又は申立てをしたとき。 
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（５）乙が、甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。 

（６）乙の信用が著しく失墜したと甲が認めたとき。 

（７）乙が、主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又は事実

上営業を停止したとき。 

（８）乙が、資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等によ

り、甲が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。 

（９）貸付物件及び貸付物件が所在する庁舎等の行政財産としての用途又は目的を乙が妨げると認めた

とき。 

（１０）前各号に準ずる事由により、甲が契約をしがたいと認めたとき。 

２ 甲は、国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため貸付物件を必要と

するときは、この契約を解除することができる。この場合において、乙はこれによって生じた損失の

補償を求めることができる。 

（談合その他不正行為に係る解除） 

第１８条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除すること

ができる。この場合において、乙に損害が生じても、甲は、その責を負わないものとする。 

（１）公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引確保に関する法律

（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条第１項又は第２項、第８条の２第

１項又は第３項、第１７条の２又は第２０条第１項の規定による命令（以下「排除措置命令」とい

う。）を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

（２）公正取引委員会が、乙に違反があったとして独占禁止法第７条の２第１項（同条第２項及び第８

条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納

付命令が確定したとき。 

（３）乙が、公正取引委員会が乙に独占的状態があったとして行った命令に対し、当該命令に係る抗告

訴訟を提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。 

（４）乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条

の６又は独占禁止法第８９条第１項又は第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

（５）乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法第１９８条の規定による刑が確定した

とき。 

２ 乙が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のい

ずれかに該当した場合に適用する。 

（暴力団等排除に係る解除） 

第１９条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものと

し、このため乙に損害が生じても、甲は、その責を負わないものとする。 

（１）法人等（法人、団体又は個人をいう。以下同じ。）の役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及

び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表

者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）に暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団」という。）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）と関係を持ちながら、その組織の威力

を背景として暴力的不法行為等を行う者（以下「暴力団関係者」という。）がいると認められるとき。 
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（２）暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）が、その法人等の経営又は運営に実質

的に関与していると認められるとき。 

（３）法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは

運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。 

（４）法人等の役員等又は使用人が暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実

質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に

協力し、又は関与していると認められるとき。 

（５）法人等の役員等又は使用人が暴力団又は暴力団員等又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

（６）法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、こ

れを利用するなどしていると認められるとき。 

（乙の都合による契約の解除） 

第２０条 乙が、自らの都合により契約の解除を希望する場合は、これを希望する日の３か月以上前ま

でに、契約解除申出書を甲に提出しなければならない。また、甲は、契約解除に当たって、乙に対し

て次の事項を課すこととする。 

（１）既納の電気使用料は返還しない。 

（２）契約解除した当該年度及びその次の年度に実施する自動販売機の公募入札に、乙は参加できない。 

（３）甲は、乙に対して、第１６条に定める違約金とは別に、○○○円に落札貸付料率を乗じて得た額

に相当する金額の違約金を請求する。 

（原状回復） 

第２１条 乙は、第４条に規定する貸付期間が満了したとき、又は契約が解除されたときは、甲の指定

する日までに貸付物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が原状に回復する

必要がないと認めるときは、この限りでない。 

（損害賠償等） 

第２２条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲又は第三者に損害を与えたときは、その

損害を賠償しなければならない。 

（有益費の請求権の放棄） 

第２３条 乙は、第４条に規定する貸付期間が満了したとき、又は第１７条（第２項を除く。）から第２

０条までの規定により契約が解除されたときにおいて、貸付物件に投じた有益費、必要費その他の費

用があってもこれを甲に請求することができない。 

（契約の費用） 

第２４条 この契約の締結及び履行に関して必要な費用は、全て乙の負担とする。 

（疑義等の決定） 

第２５条 この契約に関して疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲、乙協

議のうえ、これを定めるものとする。 

（裁判管轄） 

第２６条 この契約に関する訴の管轄は、甲の所在地を管轄区域とする横浜地方裁判所とする。 

 

この契約を証するため、本書２通を作成し、甲、乙それぞれ１通を保管する。 
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年  月  日 

 

 

甲     住 所   大和市下鶴間一丁目１番１号 

 

名 称   大和市 

 

氏 名   大和市長  大 木  哲  印 

 

 

 

乙     住 所    

 

名 称    

 

氏 名                      印 
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（別表１） 

 

番号 設置場所 
販売内容、色・図柄、広告 

災害対応型の指定 
設置面積 
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別紙：入札番号１ 自動販売機のデザイン 

 

１階に設置する自動販売機のデザイン 

 

 
２階に設置する自動販売機のデザイン 
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別紙：入札番号２ 自動販売機のデザイン 
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仕 様 書 

１．機器設置の条件 

（１）学習省エネ機能、部分冷却加温システム、ヒートポンプ機能、ピークカット機能、照明の自動点

滅・減光機能などの省エネルギー機能を搭載し、ノンフロン対応など環境に配慮したものである

こと。 

（２）５００円硬貨及び１０００円紙幣が使用できること。 

（３）電子マネー（カード及びスマートフォン決済）が使用できること。 

（４）日本産業規格の据付基準又は一般社団法人全国清涼飲料工業会の自販機据付基準マニュアルを遵

守し、転倒防止措置を行うこと。 

２．販売品目の条件 

（１）販売品目は、指定する販売内容の他に、アルコール類の販売は行わないこと。 

なお、商品の具体的な構成については、大和市との協議のうえ、決定すること。 

３．維持管理責任 

（１）商品補充、金銭管理などの自動販売機の維持管理を適切に行うこと。また、商品の賞味期限に十

分に注意するとともに、在庫、補充管理を適切に行うこと。 

（２）自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要

数設置し、設置事業者の責任において容器包装リサイクル法（平成７年法律第１１２号）及びそ

の他関係法令に基づき、適切に回収、リサイクル及び周辺の清掃を行うこと。 

（３）販売品の搬入並びに廃棄物の搬出時間及び経路については、施設管理者と協議し、その指示に従

うこと。 

（４）関係法令等を遵守するとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続き等

を行うこと。また、衛生管理及び感染症対策については、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３

号）及びその他関係法令、業界自主基準などの遵守、徹底を図るとともに、関係機関等への届出、

検査等が必要な場合は遅滞なく手続等を行うこと。 

（５）自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。また、

設置後は定期的に安全面に問題ないか確認すること。 

（６）自動販売機の故障、問合せ及び苦情については、故障時の連絡先を明記し、乙の責任において対

応すること。 

（７）自動販売機の消費電力等を記載した銘板を自動販売機の正面等の容易に見える位置に貼付するこ

と。 

４．売上状況等の報告 

本件自動販売機の売上状況を売上報告書（様式７）にまとめ、自動販売機１台ごとに月別の売上報

告書を作成の上、四半期最終月の翌月１５日までに提出すること。また売上報告書は Microsoft 社の

Excelによる電子データで保存し、大和市が求めた場合、当該電子データを提出できること。 

５．その他 

自動販売機設置前に、設置しようとする機器（回収ボックスを含む。）のカタログ及び配置図を提出

すること。  
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（様式７）     

売 上 報 告 書 

  「公有財産有償貸付契約書」仕様書４の規定に基づき、自販機の月間売上を次のとおり 

 報告します。 
    

      

  年  月  日 
    

      

 大和市役所 図書・学び交流課 あて 
   

   
自販機販売管理者 

 

   
 （住所） 

  

   
 （会社名） 

  

     
㊞ 

   
 （担当者名） 

 

   
 （電話番号） 

 

（設置場所） 
    

（機種、型式） 
    

      

Ｎｏ 

販 売 年 月 

備  考 単 価 販売数量 売上金額 

（Ａ） （Ｂ） （Ａ）×（Ｂ） 

1 
 

   
2 

 
   

3 
 

   

4 
 

   

5 
 

   

6 
 

   

7 
 

   

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

売上金額合計  （Ｃ）   

＜記載上の注意＞     

１．本報告書は、３か月毎にとりまとめ四半期最終月の翌月１５日までに必ず提出して下さい。 

2．本報告書は、自販機１台ごとに月別の売上状況を商品別に記載して下さい。  

3．本報告書は、電子データとして保存し、大和市が求めた場合に電子データで提出して下さい。 
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（例） 


